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答申第４号

答 申

第１ 山口県情報公開審査会（以下「審査会」という。）の結論

山口県知事（以下「実施機関」という。）は、本件異議申立ての対象となった公文

書の部分開示決定において開示とした部分を、非開示とすべきである。

第２ 異議申立てに至る経過

１ 公文書の開示請求

開示請求者（以下「請求者」という。）は、平成１２年９月１１日に、実施機関に

対し、山口県情報公開条例の一部を改正する条例（平成１２年山口県条例第５５号）

による改正前の山口県情報公開条例（平成９年山口県条例第１８号。以下「条例」と

いう。）第６条の規定により、「○○○○○○○が平成９年１２月２４日に○○郡○

○○○○○の○○○○の油分析回答書」の開示請求（以下「本件請求」という。）を

行った。

２ 公文書の特定

実施機関は、本件請求に該当する公文書として、○○○○○○○から○○○○○あ

てに平成９年１２月２４日付けで報告された報告書の写し（以下「本件公文書」とい

う。）を特定した。

３ 第三者に対する意見聴取

実施機関は、本件公文書に実施機関以外のもの（○○○○○及び○○○○○○○を

いう。以下「第三者」という。）に関する情報が記録されているため、平成１２年９

月１８日付けで条例第７条第５項の規定に基づき、第三者に対して意見聴取を行っ

た。

４ 実施機関の処分

実施機関は、平成１２年１０月６日付けで本件公文書の部分開示の決定を行い、そ

の旨、請求者及び第三者に通知した。

５ 異議申立て

第三者のうちの一方（以下「異議申立人」という。）は、実施機関が平成１２年

１０月６日付けで行った本件公文書の部分開示の決定（以下「本件処分」という。）

を不服として、平成１２年１０月１２日付けで行政不服審査法（昭和３７年法律第

１６０号）第６条の規定に基づく異議申立てを行うとともに、本件処分の執行停止の

申立てを行った。

６ 執行停止の決定
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実施機関は、平成１２年１０月１８日付けで本件処分の執行停止の決定を行い、異

議申立人及び請求者に通知した。

第３ 異議申立人の主張要旨

１ 異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は、本件処分を取り消し、非開示の決定を求めるというものであ

る。

２ 異議申立ての理由

異議申立人の主張する異議申立ての理由は、おおむね次のとおりである。

(1) 異議申立人は、本件公文書に関係する民事裁判を行っており、裁判に不利となる

本件公文書を開示してほしくない。

(2) 本件公文書の原本には、○○○○○○○の担当者の直筆の記載事項があったが、

写しである本件公文書には当該記載事項がなく、原本であるかどうか疑わしい。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関の部分開示決定理由書による説明の要旨は、次のとおりである。

１ 公文書の内容

本件公文書は、○○○○○が自ら経営する石油スタンド周辺の油分析を○○○○○

○○に依頼し、その結果が○○○○○に文書で報告されたものであり、試験結果の内

容等が記録されている。

本件公文書は、山口県宇部健康福祉センターが取得したものであり、条例第２条第

２項に規定する公文書に該当する。

２ 部分開示とした理由

(1) 条例第９条第２号の該当の有無について

本件公文書中、○○○○○○○の社員の私印と推定される印影については、開示

することにより特定の個人が識別され、又は識別され得るため、条例第９条第２号

本文に該当する。なお、当該情報は、条例第９条第２号イからニまでに掲げる情報

のいずれにも該当しない。

(2) 条例第９条第３号の該当の有無について

本件公文書には、第三者に関する情報が記録されているため、開示することによ

り第三者に不利益を与える情報に該当するか否かを判断する参考とするため、第三

者に対して意見聴取を行ったところ、一方からは開示については支障がないとの回

答であったが、もう一方からは開示について支障があるとの回答であったため、再

度、支障があると回答した第三者に説明を求めたところ、最終的には実施機関の判

断に任せる旨の回答を得たため、条例第９条第３号には該当しないと判断した。
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第５ 審査会の判断

１ 本件公文書の内容及び性格

本件公文書は、○○○○○○○から○○○○○あてに平成９年１２月２４日付けで

報告された報告書とされるものの写しであり、油分析の結果の内容等が記録されてい

る。

本件公文書は、山口県宇部健康福祉センターの職員が職務上取得したもので、供覧

の手続きを終了し、保有しているものであるので、原本を正写したものであるかどう

かに関係なく、条例第２条第２項に規定する「公文書」に該当する。

２ 条例第９条第３号の該当の有無について

(1) 条例第９条第３号について

条例第９条は、同条第３号に規定する「法人等に関する情報又は事業を営む個人

の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人

に不利益を与えるおそれがあるもの」は開示しないことができるとしている。

しかし、このような情報であっても、条例第９条第３号イからハに掲げる情報に

ついては、除外することとなっている。

(2) 本件公文書について

ア 本件公文書は、○○○○○が○○○○○○○に油分析の依頼を行い、その結果

を○○○○○○○から○○○○○あてに報告した報告書とされるものの写しであ

る。本件公文書は、特定の法人及び事業を営む個人の間で報告及び受理されたも

のであることから、専ら法人又は事業を営む個人の内部管理の情報が記録された

文書であると判断される。

また、異議申立人は、本件公文書に関する民事訴訟を行っているということで

あるので、本件公文書を開示することにより訴訟の当事者である異議申立人に不

利益を与えるおそれがある条例第９条第３号に規定する情報といえる。

イ 次に、条例第９条第３号イからハまでに掲げる情報の該当の有無について検討

する。

本件公文書には○○○○○が経営する石油スタンド周辺の油分析の結果の内容

等が記録されており、地域の環境問題に係る内容の文書であるといえる。

しかし、本件公文書に記載されている内容は、定性的な分析結果が主体であ

り、地域環境に及ぼす影響を判断できるような定量的かつ具体的な情報は記載さ

れておらず、条例第９条第３号イからハまでに掲げる情報に該当すると積極的に

認めるに足りるものは含まれていないと判断される。
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以上の理由により、第１に掲げる審査会の結論のとおり、判断する。

第６ 審査会の審議経過等

別紙１のとおり（省略）


